
議案第２号 

意見の聴取について 

上記の議案を提出する。 

    令和７年２月３日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 長沼 豊  

 

意見の聴取について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に

基づく区長からの意見の聴取について、区長原案に同意する。 

 

                記 

 

１ 令和７年度東京都板橋区一般会計予算 

２ 令和６年度東京都板橋区一般会計補正予算 ( 第６号 )  

３ 令和６年度東京都板橋区一般会計補正予算 ( 第７号 )  

４ 東京都板橋区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

５ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条    

  例 

６ 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

７ 東京都板橋区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改 

  正する条例 

８ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

９ 板橋区立上板橋第一中学校改築電気設備工事請負契約 

10 板橋区立上板橋第一中学校改築冷暖房換気設備工事請負契約 

11 板橋区立上板橋第一中学校改築給排水衛生ガス設備工事請負契約 

12 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改 

  正する条例 

 

（提案理由）  



地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に基づき、

区長からの意見の聴取について依頼があった 


